
労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令案 

２年以上産業安全の実務に従事した 
経験を有する者 

２年以上産業安全の実務に従事した 

経験を有する者 

独立行政法人学校評価・学位授与機構により
学士の学位を授与された者（理科系統の 
正規の課程を修めた者に限る。） 等 

高等学校卒業が要件の資格（例：店社安全衛生管理者の資格） 

学校教育法による高等学校又は中等教育学校
を卒業した者 

５年以上建設工事の施工における 
安全衛生の実務に従事した経験を有する者 

学校教育法による高等学校又は中等教育学校
を卒業した者 

５年以上建設工事の施工における 
安全衛生の実務に従事した経験を有する者 

・高等学校卒業程度認定試験に合格した者 
・外国において学校教育における12年の課程

を修了した者 等 
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大学卒業が要件の資格（例：安全管理者の資格） 
 現行 

現行 改正後 

学校教育法による大学又は高等専門学校に 
おいて理科系統の正規の課程を卒業した者 

学校教育法による大学又は高等専門学校に 
おいて理科系統の正規の課程を卒業した者 

改正予定の資格数：47 改正後 

改正予定の資格数：７ 
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